
審議会の会議開催案内 

令和元年５月１７日掲載 

各  位 

教育庁社会教育課長 

山梨県青少年問題協議会の会議が次のとおり開催されます。 

審議会等名称 山梨県青少年問題協議会（第１回） 

開 催 日 時 令和元年５月２４日（金） 午後２時～午後３時３０分 

開 催 場 所 山梨県防災新館３階 ３０３・３０４会議室 

議 題  等 ○ 新たな「やまなし子ども・若者育成指針」を策定するに当たっての知事

からの諮問 

１ 新たな「やまなし子ども・若者育成指針」の策定について 

２ 子ども・若者をめぐる現状と課題について 

３ その他   

会 議 公 開 公開 

非公開理由等  

傍 聴 の 席 数 ５ 

傍聴の手続き １ 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会予定時刻までに、事務局の指示に

従って、会場に入室してください。 

２ 受付時刻は当日午後１時４５分から午後１時５５分までです。 

３ 受付では、受付名簿に住所及び氏名を記入していただきます。 

４ 傍聴の受付は先着順に行い、定員になり次第終了しますので、御了承願い

ます。 

５ 傍聴中は、会長等の指示に従っていただきます。その指示に従わない場

合は退席していただくことがあります。 

問い合わせ先 所属名、担当者名：教育庁社会教育課 石原 

電 話 番 号：０５５－２２３－１３５６（直通） 

ファックス番号：０５５―２２３－１７７５ 

備 考  

 


